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事業報告書の附属明細書 
 

 

平成 30 年度(2018)事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

施行規則」第 34条第 3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な

事項」が存在しない。 
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	本賞は、協会の松平元理事長からの寄付金等を基に平成12年度（2000）に創設したものであり、放射線の生物及び環境に及ぼす影響、放射線の医学利用の基礎並びに放射線障害の防止など放射線科学研究の分野において、顕著な業績をあげた者に対して贈呈し、もって我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としている。
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	(2)  放射線影響研究奨励賞
	本賞は平成18年度（2006）に創設されたものであり、放射線影響研究功績賞と同様に放射線科学研究の分野において活発な研究活動を行い、将来性のある若手研究者に対して贈呈し、もって我が国の科学技術の進展及び国民保健の増進に寄与することを目的としている。
	選考に際しては、公募により受賞候補者の推薦を求め、学識経験者等からなる本賞選考委員会にて厳正な審議・選考を行い、理事会にて受賞者を決定した。
	平成30年度（2018）は、小野寺康仁氏（北海道大学）、片岡隆浩氏（岡山大学）の計2名を顕彰し、平成18年度（2006）からの顕彰累計は25名となった。
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	原子力事業者等から被ばく線量登録管理に関する各種登録申請を受付け、また、放射線業務従事者（以下「従事者」という。）の指定を解除した者の被ばく線量に係る放射線管理記録の引渡しを受け、これらを処理するとともに、さらに被ばく線量記録等の登録保管内容の照会に対する回答業務を行った。
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	除染登録管理制度は、当協会が運用主体となり、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域で実施されている除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等処分業務を行う事業者が参加している。
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	(4) 国の指定を受けた放射線管理記録保存業務
	注）原子力、RI両登録管理制度の従事者で、原子力登録管理制度に引渡された11,009件の記録を含む。（第1表にも計上）
	(5) 国が実施又は国が関与する放射線疫学調査に対する登録情報の提供
	平成30年度は、国が実施又は国が関与する放射線疫学調査として、昨年度に引き続き、以下の2件について登録データの提供を行った。
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	(6) 放射線管理記録の電子画像による引渡し
	(7) 被ばく線量登録管理制度及び放射線管理手帳制度の普及推進
	被ばく線量登録管理制度及び放射線管理手帳制度について、関係者への説明を行うなどその普及推進に努めた。
	(8) 原子力業務従事者被ばく線量登録管理制度推進協議会の開催
	① 　平成29年度事業報告及び決算報告について
	② 　平成29年度線量統計資料について
	③ 　その他
	① 　平成31年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
	② 　放射線管理手帳の改元に伴う対応について
	③   その他
	(9) 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度参加者協議会の開催
	① 　平成29年度事業報告、決算報告について
	② 　平成30年度事業計画、収支予算について
	③ 　平成29年統計資料について
	④ 　その他
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	② 　平成31年度事業計画及び収支予算について
	③ 　平成31年度の負担金について
	④ 　参加者協議会運営要領の改正について
	⑤ 　その他
	なお、参加者協議会運営要領の改正により、次年度以降の協議会は、原則年2回開催（通例8月と2月）の頻度は維持しつつ、このうち1回（8月開催分）は、書面のやり取りによって会議開催に代えることが可能となった。
	(10) 原子力事業者及び除染事業者との制度運営等に係る協議
	原子力登録管理制度、除染登録管理制度及び手帳制度の適切な運用や個人情報の取扱い等について、原子力事業所及び除染事業場に当センター担当者が出向いて意見交換を行っている。平成30年度は、第8表のとおり4箇所の原子力事業所及び5箇所の除染事業場に出向き、意見交換を実施した。
	(11) 手帳発効機関に対する手帳の運用等に係る指導、助言
	手帳発効事業所に対して、手帳の円滑な運用に資するため、「放射線管理手帳運用要領・記入要領」（手帳発効機関用）等に従って手帳が適切に運用されているか、また、個人情報の取り扱いが規程等に基づき適切に運用、管理されているか等について、当センター担当者が出向いて必要な指導、助言を行っている。平成30年度は第8表のとおり16箇所の手帳発効事業所に対して実施した。
	第8表　原子力事業所､除染事業場及び手帳発効事業所に対する助言､指導の実施状況
	(12) 統計資料の作成及び公表について
	原子力登録管理制度及び除染登録管理制度においては、登録された被ばく線量データに基づき、原子力及び除染の各事業における被ばく状況を示す各種統計を作成し、公表している。
	平成30年度は、原子力登録管理制度は平成29年度統計、及び除染登録管理制度は平成29年の暦年統計及び各四半期統計を作成した。統計資料は、協会のホームページ及び広報誌で公表している。
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